
令和３年ニセコ町告示第１３号 

 

 

ニセコ町景観条例等の一部を改正する条例（案）の縦覧 

 

 

「ニセコ町景観条例」を改正したいので、ニセコ町まちづくり基本条例第５４条の規定に基づき

案を公表し、意見を求める。併せて、「ニセコ町景観条例施行規則」及び「ニセコ町景観条例に定

める開発事業の協議に関する指導審査基準」を改正したいので、案を公表し、意見を求める。 

 

令和３年２月５日 

 

ニセコ町長 片 山 健 也 

 

記 

 

１ 改正する条例名  ニセコ町景観条例（平成 16年ニセコ町条例第 14号） 

 

２ 改正の分類    一部改正 

 

３ 改正の条例    別紙（案）のとおり 

 

４ 改正の理由 

本条例において、これまで運用や解釈の中で、開発事業を進めるうえで事業者にお願いして

いたことがあった。近年の複雑化する開発事業への対応と今後の景観条例のあり方を踏まえ、

以下の内容について明記する。 

設計者及び施工者の立場を明確にすることにより、氏名等の公表対象として位置付ける。 

工作物に風力発電設備及び太陽電池発電設備を明記し、その取扱いを明確にする。 

一団の開発事業の取扱いについて、条例で明文化するとともに判断基準を審査基準において

定める。 

説明会の開催に併せて、資料の公開を追加する。また説明会の開催、資料の公開について、

ただし書き規定として開発事業が景観上の影響が軽微と町長が認める場合は要しない規定を

明記するほか、説明会の再開催、資料の再公開を明記する。 

同意後、一定期間以上未着手の事業については再協議とする内容を明記する。 

その他、文言の整理を行う。 

以上の内容を明記し、まちづくりに寄与する開発事業へと本条例の立場から明確に助言・指

導等するために、条例の一部改正を行う。 

 



 

５ 公表の期間等    

① 縦覧の期間等   と き 令和 3年 2月 5 日（金）から令和 3年 2月 18 日（木）まで 

ところ ニセコ町役場建設課及びニセコ町ホームページ 

② 意見の受付期間  と き 令和 3年 2月 5 日（金）から令和 3年 2月 18 日（木）まで 

ところ ニセコ町役場建設課 

③ 意見の提出方法  持参又は郵送 〒048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見 47番地 

                  ニセコ町役場建設課（※郵送の場合、当日消印有効） 

           ＦＡＸ    0136-44-3500 

           電子メール  toshikei@town.niseko.lg.jp 

 

６ 提出された意見項目の公表等 

提出された意見については、意見に対する考え方とともに、令和 3 年 2 月 22 日を目途にニ

セコ町役場建設課及びニセコ町ホームページにおいて公表する。 

 

７ 本縦覧に関するお問合せ先 

   ニセコ町建設課都市計画係 

〒048-1595 北海道ニセコ町富士見 47番地 

     担当：係長 金澤礼至  担当不在時：主事 島田桃子  

     電話：0136-44-2121 FAX：0136-44-3500 

     Ｅメール：toshikei@town.niseko.lg.jp 

     開庁時間：8時 30分～17時 15分 

 


